
 

介 養 協 第 ９ ８ 号 

令和 7年 12 月 18 日 

厚生労働大臣 

 上 野 賢一郎 様 

 

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 

 

 

                       会 長  澤 田  豊 

 

 

介護福祉士養成教育に対する支援について（要望） 

 

 2040 年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズ

を抱える 85歳以上人口が増加する。このように一層の高齢化が進むとともに、認知症高齢

者の増加や独居の高齢者等の増加も見込まれる。 一方で、現役世代の生産年齢人口の減少

も見込まれ、どのように高齢者を支えていくかが喫緊の課題となっている。 

 また、地域のサービス需要の変化等に対応するため、2040 年に向けて、地域包括ケアシ

ステムを深化させ、医療・介護の一層の連携を図り、医療・介護・予防・生活支援等の包

括的な確保を図っていく必要性が指摘されております。 

 

このような状況のもと、次代をになう介護人材養成教育の現状については、公益社団法

人日本介護福祉士養成施設協会（以下、「協会」という。）、及び大学 54校、短期大学 37

校、及び専門学校等 181 校で構成する協会会員の介護福祉士養成施設（以下、「養成校」

という。）は、介護人材の中核的役割を果たすべく高い専門性と優れた資質を有する介護

福祉士を継続的・安定的に社会に送り出すため、教育内容の充実に努めるなどしてきてお

ります。 

 しかしながら、当協会の調査では養成校への入学者数は平成 18年には 19,289 人であっ

たものが令和 7年は 7,356 人と約 4割に減少しております。また、会員校の課程数も平成

20年の 507 課程をピークに令和 6年には 272 課程まで減少し、このうち廃課を前提に募集

を停止するなどのため入学者がいない短期大学・専門学校が 10課程あります。また入学者

がいる短期大学・専門学校 208 課程のうちでも、ほとんどが経営的に赤字となっていると

想定される「定員充足率が 50％以下となっている課程」が 97 課程あり、養成校を取りま

く経営環境は一段と厳しいものになってきています。 

 このままでは養成校はますます減少することは必定であり、体系化された養成教育のも

と知識と技術を修得した質の高い介護福祉士の輩出に支障をきたし、社会の要請や施策の

動向に応えていくことが不可能になることが予想されています。 

これらに対応するため、当協会としては、養成校の卒業生に対してこれまで行ってきた

卒業時共通試験（現在は学力評価試験）の信頼性に負託いただき、養成校の卒業生に係る

介護福祉士資格取得のための国家試験受験義務の見直しが必要であると考えております。 

更に、今後、地域包括ケアシステム、自立支援・重度化防止の推進及び科学的介護の推

進など利用者のニーズに適切に対応し、介護人材の確保とマネジメント力を備えたリーダ

ーの育成など施策の動向に応えていくためにも、下記の要望事項について、厚生労働省に

おける積極的な対応をお願いするものであります。 
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記 

 

１．養成校の卒業生に係る介護福祉士資格取得の経過措置の延長について 

養成校卒業生に係る介護福祉士資格取得の一元化に関し、令和８年度までに養成校

を卒業する者について、介護福祉士資格取得の経過措置を講ずることとされている。 

一方、介護福祉士を目指す外国人留学生の養成校への入学者数は、令和 7年度は 170

校に 4,074 人の外国人留学生が入学しており、全入学者数 7,356 人の約 55％を占め

ていて、学校経営において重要な存在となっております。 

外国人留学生の合格率は協会会員各校の努力もあり、直近では約 5 割と上昇してき

ているものの、日本人学生の合格率とそん色ない合格率とするには経過措置が終了す

る令和 8 年度から更に多くの年数を要すると想定している。令和 8 年度に経過措置

が終了した後は、多数の外国人留学生が介護福祉士資格を取得できないこととなり、

この結果、養成校の入学希望者には資格を取得できない場合の次の 2 つの障害がある

と想定するため養成校への入学者が激減し介護施設に送れなくなると推定しており

ます。 

（１）養成校で学び、介護の業務に従事したとしても、養成校で学んでいない「技能

実習」や「特定技能」の者と同等の待遇となる可能性が高いこと 

（２）卒業後に介護の業務に従事したとしても、介護福祉士等修学資金貸付金を返

済することとなる可能性が高いこと 

また、外国人留学生にとって、在留資格「介護」により日本で長期的に働きやすい

ことや治安の良さなどから日本で介護の業務に従事することのメリットはあるもの

の、近年は円安が進み母国以外の国で働く場合に日本を選ぶことのメリットが薄れ

ている状況もあります。 

こうした現状に鑑み、多くの外国人留学生を受け入れ、専門性を持った人材の養成

を図ることにより、学校経営を安定化させるとともに、より多くの優秀な介護人材を

確保しつつ更なる介護人材の不足を解消するため、当該経過措置について 5 年程度の

間、更に延長されるように図っていただきたい。 

 

 

２．介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化について 

近年、外国人留学生の増加に伴い、保証人の確保が難しいなど、当該留学生の修学資

金貸付制度利用の要望に十分に対応できない事態が発生しています。ついては、国とし

て、都道府県での貸出については統一的運用を確保させ、外国人留学生を含む利用希望

者への要望に十分に対応できるよう指導の徹底を図っていただきたい。 

 

 

３．外国人留学生の受入れに対する支援について 

  外国人留学生が国内の介護現場で円滑に就労・定着できるよう、日本での就労を予定

する外国人留学生に対する日本語学習の支援や相談支援等の実施等による教育環境の

整備を推進するため、人件費等の経費に対する支援等の助成金の措置を講じていただき

たい。 

 

４．養成校への財政的支援について 

地域の小学校・中学校・高等学校の教職員や生徒に対して介護の魅力を発信するため



に養成校が行う活動は、養成校入学者の勧誘にとどまらず広い意味で介護への理解を深

めているものであり、この活動について財政的支援を図っていただきたい。 

更に、定員充足率や国家試験の合格率等、一定の評価指標のもとに養成校の取り組み

が評価され、より一層の努力を奨励するような財政的な支援も検討していただきたい。 

また、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 1条に規定されている学校以外の養成

校は、文部科学省所管の私立大学等経常経費補助金等の交付対象ではなく、同省から財

政的支援を得られないことから、厚生労働省は、養成校に対して、文部科学省が交付し

ている補助金相当額の財政的支援を速やかに図っていただきたい。また、文部科学省に

対して、養成校にも私立大学等経常経費補助金等が受けられるよう要請して頂きたい。

このほか、地域医療介護総合確保基金の事業において、養成校の教育内容向上のための

体制整備に財政支援を図っていただきたい。 

 

５．デジタル化に対応した教育の基盤整備について 

近年、介護施設では ICT 活用が図られてきており、養成校においてもこれを前提

とした教育が必要になってきており、電子黒板やタブレットの整備、Wi-Fi の環境

整備等デジタル化に対応した教育の基盤整備にかかる費用の助成金の措置を講じて

いただきたい。 

 

６．介護福祉士の処遇改善について 

  介護職の中核的役割を果たすべき介護福祉士は、さまざまな困難な課題に対応でき

る知識と技術に裏付けられた高い専門性が求められている。魅力ある専門職の職業と

して社会的に認知され、拡大する福祉・介護ニーズに対応して行くためには他の分野

の職業と比較して劣らない適切な給与水準の確保について、関係各団体等と連携して

要望するものであり、その確保を図っていただきたい。 

 

７．新たな上位資格創設の支援について 

第 9 期介護保険事業計画においては「自立支援・重度化防止」「LIFE に対応した

可視化・デジタル化」「介護保険制度を十分理解したマネジメント」「感染症予防や

災害」などがポイントとなるなどとされています。しかしながら近年、高齢者の認知

症に対する多角的な支援や地域における共生づくりの充実や医療介護の連携の必要

性など、介護を巡る多くの課題が山積している中、現在、当協会に参加する多くの養

成校において進めている介護福祉士養成がこれらに十分対応できていない状況は看

過できない喫緊の課題であります。このため、当協会では今後これらに対応できる

人材の必要性に鑑み、これらの課題に対応できる人材の養成を目指して検討を行っ

ています。この検討を行っていく上で更なる専門性を身に着けた上位資格の実現に

向け、ご理解ご支援をいただきたい。 

 

 

 

－以上－ 
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